
 

 

5. 意図的外来種への対策（普及啓発） 

【行動計画での記載内容】（p7） 

(2) 侵入の防止（予防） 

1) 意図的外来種への対策 

① 普及啓発 

県内には多数の動植物が、産業用（家畜用、栽培用、緑化用など）、観賞用（ペット、園芸用）

などとして移入・輸入されています。外来生物法における特定外来生物は野外へ放つことなどが

禁止されていますが、その他の外来種については規制がないことから、本県の生物多様性等に影

響を及ぼす可能性のある外来種が導入され、野外に逸出する危険性があります。 

意図的に導入される外来種への対策は、県民一人ひとりが外来種の危険性を認識し、適正飼養

や野外への逸出を予防することが効果的です。このため、『（１）１）普及啓発』では、上記の観

点も踏まえて取り組みます。 

特に植物については、農業では農作物や牧草、緑肥植物などに多様な外来種が利用されていま

す。道路、公園、公共施設などでも緑化のために県外から持ち込まれた植物が利用されています。 

農業や緑化に利用されている外来植物の中には、野外に定着し在来種への影響が懸念されてい

る種もあることから、「外来植物の適正利用方針」を定め、生態系等への影響が大きい外来植物の

逸出防止の取り組みを進めます。 

 

【今年度の取組内容】 

生態系等への影響が大きい外来植物の逸出防止のため、「外来植物の適正利用方針」について、

利用対象ごとの普及啓発のためのチラシを作成し、配布した。 

 

対象 印刷部数 配布先 

緑化事業関係者向け 2,000部 ・全市町村の土木担当課 

41箇所×30 部＝1,230部 

・県庁内：200部 

・余部：570部（県土木関連機関等） 

牧草利用者（畜産農家）向け 2,000部 ・全市町村の畜産担当課 

41箇所×30 部＝1,230部 

・県庁内：210部 

・余部：560部（県畜産関連機関等） 

農作物等（野菜や果樹）利用者

向け 

2,000部 ・全市町村の営農担当課 

41箇所×30 部＝1,230部 

・県庁内：200部 

・余部：570部（県畜産関連機関等） 

計 6,000部 ・123 箇所（土木、畜産、営農）＋県庁内に

4,300部配布 
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